
報 道 資 料平成２３年７月８日奈良県 防災統括室
TEL 0742-22-1101(内線 2272)

0742-27-8425担当：室長補佐 中田東北３県への見舞金贈呈及び訪問について１ このたび、東日本大震災で被災された岩手県、宮城県、福島県の３県に対し、奈良県から次のとおり見舞金をお贈りします。見舞金の額 各県に１０９，２００千円（３県計 ３２７，６００千円）２ 見舞金の贈呈については、荒井正吾奈良県知事及び国中憲治奈良県議会議長が次の日程で３県を訪問し、各県の知事又は副知事と面談して見舞金の目録を手渡します。平成２３年７月１３日（水）１１：３０～１２：００ 岩手県庁にて、達増拓也 岩手県知事と面談１５：３０～１６：００ 宮城県庁にて、三浦秀一 宮城県副知事と面談平成２３年７月１４日（木）１３：１０～１３：３０ 福島県庁にて、佐藤雄平 福島県知事と面談なお、宮城県庁と福島県庁訪問の際には、本県が当該県に派遣している職員を激励する予定です。参考１ ３県庁においては取材が可能です。各県庁では、当該県の秘書課等の指示に従って取材をお願いします。なおなおなおなお、、、、取材取材取材取材をををを希望希望希望希望されるされるされるされる場合場合場合場合はははは、、、、７７７７月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（月月月月））））午後午後午後午後４４４４：：：：００００００００までにまでにまでにまでに防災防災防災防災統括室統括室統括室統括室のののの中田又中田又中田又中田又はははは宮崎宮崎宮崎宮崎までごまでごまでごまでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。２ 今回の見舞金の予算３２７，６００千円については、平成２３年６月議会で補正予算の議決済み。３ 岩手県、宮城県、福島県に対する奈良県からの見舞金は、平成２３年３月に各県３００万円ずつ、計９００万円を別途贈呈済み。４ また、奈良県議会議員会から同３県に対し「議員会見舞金」として、平成２３年３月に各県７５万円ずつ、計２２５万円を別途贈呈済み。[上記について、平成２３年３月１６日及び２５日 報道資料提供済み（別添写しのとおり）]



（参考） 報 道 資 料平成２３年 ３月１６日担当：奈良県議会事務局庶務課庶務係内線 5003（中井） 5006（津田）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ０７４２－２７－８９５０
FAX：０７４２－２３－１４０４
E-mail：gikai@office.pref.nara.lg.jp地震被災地への「議員会見舞金」決定について今日開催された奈良県議会議員会幹事会※において、今回の東北地方太平洋沖地震災害により甚大な被害を被られた東北地方の岩手、宮城、福島の３県に対しまして、議員一人当たり５万円を見舞金として贈ることを決定いたしました。なお、贈呈の日時、場所等につきましては今後、それぞれの県と調整し決定する予定です。◎過去の災害見舞金平成 ３年 長崎県雲仙普賢岳噴火災害に対して、 ５０万円平成 ５年 北海道南西沖地震災害に対して、 ５０万円平成 ７年 兵庫県南部地震災害に対して、 １００万円平成１６年 新潟県中越地震災害に対して、 ３０万円参 考※奈良県議会議員会・議員の相互共済と福利増進を図るための組織（議員４４名が会員）・会員の積立金で運営。・役員は、会長（議長）、副会長（副議長）、幹事（議会運営委員長、会派代表者）で構成。現在の役員は１０名。



(参考) 報 道 資 料平成２３年 ３月２５日担当：奈良県議会事務局庶務課庶務係内線 5003（中井） 5006（津田）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ０７４２－２７－８９５０
FAX：０７４２－２３－１４０４
E-mail：gikai@office.pref.nara.lg.jp地震被災地への「議員会見舞金」贈呈についてさる３月１６日に開催された奈良県議会議員会幹事会で決定された標記見舞金につきまして、下記のとおり贈呈日時等が決まりましたのでお知らせいたします。記１．贈呈日時 平成２３年３月２９日（火）午後３時頃（岩手、宮城、福島の各県ごとに順次贈呈の予定）２．贈 呈 先 岩手県大阪事務所 ０６－６３４１－３２５８宮城県大阪事務所 ０６－６３４１－７９０５福島県大阪事務所 ０６－６３４３－１７２１大阪府大阪市北区梅田１丁目３番１－９００号大阪駅前第１ビル９階３．金 額 各県７５万円（合計２２５万円）（当日は目録のみを贈呈し、後日、指定された口座に送金する予定）４．持 参 者 県議会事務局職員（事務局長、庶務係長）参 考◎過去の災害見舞金・平成 ３年 長崎県雲仙普賢岳噴火災害に対して、 ５０万円・平成 ５年 北海道南西沖地震災害に対して、 ５０万円・平成 ７年 兵庫県南部地震災害に対して、 １００万円・平成１６年 新潟県中越地震災害に対して、 ３０万円◎奈良県議会議員会・議員の相互共済と福利増進を図るための組織（議員４４名が会員）・会員の積立金で運営。・役員は、会長（議長）、副会長（副議長）、幹事（議会運営委員長、会派代表者）で、幹事会を構成。


